
職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

三

号

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

百

十

二

・

五

」

を

「

百

分

の

百

二

十

二

・

五

」

に

、

「

百

分

の

百

三

十

」

を

「

百

分

の

百

四

十

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

百

分

の

五

十

五

」

を

「

百

分

の

六

十

」

に

、

「

百

分

の

六

十

三

・

七

五

」

を

「

百

分

の

六

十

八

・

七

五

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

規

定

は

、

令

和

六

年

十

二

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。
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職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

四

号

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

百

二

十

二

・

五

」

を

「

百

分

の

百

十

七

・

五

」

に

、

「

百

分

の

百

四

十

」

を

「

百

分

の

百

三

十

五

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

百

分

の

六

十

（

」

を

「

百

分

の

五

十

七

・

五

（

」

に

、

「

百

分

の

六

十

八

・

七

五

」

を

「

百

分

の

六

十

六

・

二

五

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

五

号

東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

施

行

規

則

（

平

成

元

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

の

九

中

「

第

二

条

第

三

項

又

は

第

四

項

」

を

「

第

二

条

の

四

第

三

項

又

は

第

四

項

」

に

改

め

る

。

第

十

六

条

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

第

七

号

」

を

「

第

六

号

」

に

、

「

第

八

号

」

を

「

第

七

号

」

に

改

め

る

。

別

表

第

三

楽

器

の

項

中

「

一
一

一
一

一
二

六
〇

〇

、
、

、
、

、
、

、

四
一

一
二

〇
五

五
五

五
五

〇
〇

二
二

を

一
五

五
〇

二
一

一
一

四
四

五
〇

八
八

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

「

一
一

一
一

一
二

六
〇

〇

、
、

、
、

、
、

、
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四
一

一
二

〇
五

五
五

五
五

〇
一

四
四

に

改

め

、

同

表

さ

く

ら

ホ

ー

ル

舞

二
六

六
一

四
二

二
二

七
七

九
二

八
八

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

台

設

備

の

項

中

「

一
一

一
一

一
一

一
一

二
七

〇
二

五

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

五
〇

五
八

六
六

〇
六

〇
五

三
〇

〇
二

二
〇

一

を

一
二

一
二

一
一

二
一

二
四

一
二

五
〇

八
五

四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

「

一
一

一
一

一
一

一
一

二
七

〇
二

五

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

五
〇

五
八

六
六

〇
六

〇
五

五
〇

〇
三

四
〇

二

に

改

め

、

同

表

つ

つ

二
四

二
四

三
三

四
三

四
七

二
四

九
四

八
九

四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

じ

ホ

ー

ル

舞

台

設

備

の

項

中
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「

「

一
三

五
一

三
五

、
、

、
、

、
、

二
六

五
〇

〇
一

を

二
六

五
〇

一
二

に

改

め

、

同

表

そ

の

他

の

舞

台

五
一

一
二

八
四

六
三

二
四

四
四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

設

備

の

項

中

「

一
二

二
二

、
、

、
、

〇
一

一
二

二
三

〇
〇

〇
一

二
一

一
一

一

を

二
〇

五
五

〇
五

五
〇

〇
〇

五
五

五
五

〇
〇

〇
五

〇
五

五

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

「

一
二

二
二

、
、

、
、

〇
一

一
二

二
三

〇
〇

〇
一

二
一

一
一

一

に

改

四
一

六
六

一
六

六
一

一
一

六
九

九
九

一
一

一
六

一
六

六

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
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円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

め

、

同

表

さ

く

ら

ホ

ー

ル

照

明

設

備

の

項

中

「

三
一

三
一

一
四

二
二

四
二

二
三

四
二

〇
六

八

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

〇
〇

五
一

〇
五

六
〇

五
〇

三
一

〇
五

八
八

四
二

を

八
二

四
一

五
七

二
五

七
八

〇
一

五
一

二
五

五
二

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

「

三
一

三
一

一
四

二
二

四
二

二
三

四
二

一
六

八

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

一
〇

五
一

〇
六

七
〇

六
一

三
一

〇
五

八
四

七
三

に

改

め

、

同

表

つ

四
四

七
九

九
二

一
九

二
四

一
九

九
二

四
三

六
八

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

つ

じ

ホ

ー

ル

照

明

設

備

の

項

中

「

「

一
一

一
一

一
一

一
一

〇
五

一
一

一
一

一
一

〇
五
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、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

〇
〇

〇
五

五
三

〇
五

二
一

を

〇
〇

〇
五

五
三

〇
五

四
二

二
二

二
四

四
〇

二
一

八
四

四
四

四
七

七
一

四
二

八
四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

に

改

め

、

同

表

そ

の

他

の

照

明

設

備

の

項

中

「

一
一

一
一

一
一

、
、

、
、

、
、

〇
一

一
五

六
〇

六
六

〇
〇

〇
〇

二
三

三
三

四
二

三
二

三

を

二
〇

〇
一

一
二

一
一

二
二

二
二

〇
〇

〇
〇

一
〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

「

一
一

一
一

一
一

、
、

、
、

、
、

〇
一

一
五

六
〇

六
六

〇
〇

〇
〇

二
三

三
三

四
二

三
二

三

に

改

四
一

一
二

三
四

三
三

四
四

四
四

一
一

一
一

二
一

一
一

一

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」
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「

「

一
一

四
一

一
四

、
、

、
、

、
、

め

、

同

表

さ

く

ら

ホ

ー

ル

音

響

設

備

の

項

中

〇
五

六

を

〇
五

七

に

、

二
四

二
四

七
一

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

」

」

「

二

点

吊

り

マ

イ

ク

装

置

一

基

一

回

六

一

〇

円

マ

イ

ク

別

を

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

マ

イ

ク

装

置

一

基

一

回

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

別

」

「

二

点

吊

り

マ

イ

ク

装

置

一

基

一

回

六

三

〇

円

マ

イ

ク

別

に

、

」

「

「
二

二
一

二
二

一

、
、

、
、

、
、

〇
五

五
五

五
五

九
〇

〇

を

〇
五

五
五

五
五

九
〇

〇

に

、

五
一

一
一

一
一

二
五

二
九

二
二

二
二

二
四

九
四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

「
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跳

ね

返

り

ス

ピ

ー

カ

ー

一

台

一

回

五

一

〇

円

を

」

「

跳

ね

返

り

ス

ピ

ー

カ

ー

一

台

一

回

五

二

〇

円

に

改

拡

声

装

置

一

式

一

回

五

、

〇

〇

〇

円

」

め

、

同

表

つ

つ

じ

ホ

ー

ル

音

響

設

備

の

項

中

「

三

点

吊

り

マ

イ

ク

装

置

一

基

一

回

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

別

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

マ

イ

ク

装

置

一

基

一

回

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

別

を

ワ

イ

ヤ

レ

ス

マ

イ

ク

装

置

一

Ｃ

ｈ

一

回

一

、

〇

二

〇

円

ワ

ン

ポ

イ

ン

ト

ス

テ

レ

オ

コ

一

本

一

回

二

、

〇

五

〇

円

ス

タ

ン

ド

を

含

ン

デ

ン

サ

ー

マ

イ

ク

Ａ

む

。

吊

り

型

」

「

三

点

吊

り

マ

イ

ク

装

置

一

基

一

回

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

別

ワ

イ

ヤ

レ

ス

マ

イ

ク

装

置

一

Ｃ

ｈ

一

回

一

、

〇

四

〇

円

に

改

ワ

ン

ポ

イ

ン

ト

ス

テ

レ

オ

コ

一

本

一

回

二

、

〇

九

〇

円

ス

タ

ン

ド

を

含

ン

デ

ン

サ

ー

マ

イ

ク

Ａ

む

。

吊

り

型

- 7 -



拡

声

装

置

一

式

一

回

三

、

〇

〇

〇

円

」

め

、

同

表

そ

の

他

の

音

響

設

備

の

項

中

「

「

二
一

二
一

、
、

、
、

五
〇

五
五

五
〇

五
五

九

を

五
〇

五
五

五
〇

五
五

九

に

改

め

、

一
五

一
一

一
二

一
一

二
二

九
二

二
二

四
二

二
四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

「

「

一
一

、
、

同

表

映

写

設

備

の

項

中

五
五

〇

を

五
五

〇

に

改

め

、

同

表

飛

鳥

ホ

ー

ル

設

一
一

二
二

二
四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

」

」

備

の

項

中

「

音

響

セ

ッ

ト

一

式

一

回

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

ダ

ブ

ル

カ

セ

ッ

- 8 -



ト

一

台

Ｃ

Ｄ

・

Ｍ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

壁

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

・

天

井

ス

ピ

ー

カ

ー

補

助

ス

ピ

ー

カ

ー

一

台

一

回

二

〇

〇

円

壁

ス

ピ

ー

カ

ー

を

二

台

マ

イ

ク

ロ

ホ

ン

（

ス

イ

ッ

チ

一

本

一

回

四

一

〇

円

音

響

セ

ッ

ト

使

付

）

用

者

の

み

使

用

可

、

ス

タ

ン

ド

を

含

む

。

エ

ア

モ

ニ

タ

マ

イ

ク

一

本

一

回

四

一

〇

円

音

響

セ

ッ

ト

使

（

録

音

用

）

用

者

の

み

使

用

可

」

「

音

響

セ

ッ

ト

一

式

一

回

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

ダ

ブ

ル

カ

セ

ッ

ト

一

台

Ｃ

Ｄ

・

Ｍ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

壁

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

・

天

井

ス

に

、

- 9 -



ピ

ー

カ

ー

マ

イ

ク

ロ

ホ

ン

（

ス

イ

ッ

チ

一

本

一

回

四

二

〇

円

音

響

セ

ッ

ト

使

付

）

用

者

の

み

使

用

可

、

ス

タ

ン

ド

を

含

む

。

」

「

「

四
五

五
二

二
四

を

四
五

五
二

二
四

に

、

一
一

一
〇

〇
一

二
二

二
一

一
二

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

「

ア

ッ

パ

ー

ホ

リ

ゾ

ン

ト

ラ

イ

一

列

一

回

四

一

〇

円

ト

を

ロ

ア

ー

ホ

リ

ゾ

ン

ト

ラ

イ

ト

一

列

一

回

四

一

〇

円

」

「

ア

ッ

パ

ー

ホ

リ

ゾ

ン

ト

ラ

イ

一

列

一

回

四

二

〇

円

に

、

ト

」

「

「

- 10 -



三
三

、
、

一
一

一
〇

三
三

二

を

一
一

一
一

三
三

二

に

改

め

、

同

表

カ

ナ

リ

〇
〇

〇
八

〇
〇

〇
一

一
一

四
一

一
一

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

ア

ホ

ー

ル

設

備

の

項

中

「

「

三
一

三
一

、
、

、
、

一
一

〇
二

五
四

四
〇

を

一
一

一
二

五
四

四
〇

に

改

め

、

同

表

〇
〇

八
〇

一
一

一
二

一
一

四
一

二
二

二
四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

ス

カ

イ

ホ

ー

ル

設

備

の

項

中

「

「

三
一

三
一

、
、

、
、

一
一

〇
五

四
四

〇

を

一
一

一
五

四
四

〇

に

改

め

、

同

表

ペ

ガ

サ

〇
〇

八
一

一
一

二
一

一
四

二
二

二
四

- 11 -



〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

「

「

一
一

、
、

ス

ホ

ー

ル

設

備

の

項

中

〇

を

〇

に

、

二
四

〇
〇

円
円

」

」

「

マ

イ

ク

ロ

ホ

ン

（

ス

イ

ッ

チ

一

本

一

回

四

一

〇

円

音

響

セ

ッ

ト

使

付

）

用

者

の

み

使

用

可

、

ス

タ

ン

ド

を

含

む

。

を

エ

ア

モ

ニ

タ

マ

イ

ク

一

式

一

回

四

一

〇

円

音

響

セ

ッ

ト

使

（

録

音

用

）

用

者

の

み

使

用

可

」

「

マ

イ

ク

ロ

ホ

ン

（

ス

イ

ッ

チ

一

本

一

回

四

二

〇

円

音

響

セ

ッ

ト

使

付

）

用

者

の

み

使

用

に

、

可

、

ス

タ

ン

ド

を

含

む

。

- 12 -



」

「

三、

一
一

〇
四

四
二

五
五

二
二

四

を

〇
〇

八
一

一
〇

一
一

〇
〇

一

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

「

三、

一
一

一
四

四
二

五
五

二
二

四

に

改

め

、

同

表

ド

ー

ム

ホ

ー

ル

設

備

の

項

中

一
一

四
二

二
一

二
二

一
一

二

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

「

「

二
三

四
五

二
五

を

二
三

四
五

二
五

に

改

め

、

同

表

そ

の

他

〇
五

〇
一

一
〇

一
一

六
一

二
二

一
二

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

- 13 -



」

」

の

設

備

の

項

中

「

仮

設

ス

テ

ー

ジ

（

さ

く

ら

・

一

枚

一

回

二

五

〇

円

つ

つ

じ

・

飛

鳥

・

カ

ナ

リ

ア

・

ス

カ

イ

・

ペ

ガ

サ

ス

ホ

ー

ル

）

仮

設

ス

テ

ー

ジ

（

展

示

ホ

ー

一

台

一

回

一

〇

〇

円

を

ル

）

音

響

反

射

板

（

飛

鳥

・

カ

ナ

一

式

一

回

五

一

〇

円

リ

ア

・

ス

カ

イ

・

ペ

ガ

サ

ス

ホ

ー

ル

）

」

「

仮

設

ス

テ

ー

ジ

（

ペ

ガ

サ

ス

一

台

一

回

二

六

〇

円

ホ

ー

ル

）

仮

設

ス

テ

ー

ジ

（

展

示

ホ

ー

一

台

一

回

一

一

〇

円

に

、

ル

）

音

響

反

射

板

（

飛

鳥

・

ペ

ガ

一

式

一

回

五

二

〇

円

サ

ス

ホ

ー

ル

）

」

「

「

- 14 -



一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

カ

セ

ッ

ト

一

台

カ

セ

ッ

ト

一

台

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

カ

セ

ッ

ト

一

台

カ

セ

ッ

ト

一

台

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

二

本

を

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

二

本

に
、

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

カ

セ

ッ

ト

一

台

カ

セ

ッ

ト

一

台

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

・

ス

ピ

ー

一

台

・

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

ー

カ

ー

二

台

」

」

「

音

響

セ

ッ

ト

一

式

一

回

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

（

多

目

的

ル

ー

ム

）

カ

セ

ッ

ト

一

台

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

・

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

を

音

響

セ

ッ

ト

一

式

二

時

一

、

〇

二

〇

円

パ

ワ

ー

ア

ン

プ

（

ミ

キ

シ

ン

グ

ル

ー

ム

）

間

・

マ

イ

ク

二

本

カ

セ

ッ

ト

一

台

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

・

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

- 15 -



」

「

音

響

セ

ッ

ト

一

式

一

回

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

二

本

（

多

目

的

ル

ー

ム

）

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

に

、

ー

一

台

・

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

」

「

「

一

、

〇

二

〇

円

ベ

ー

ス

ア

ン

プ

六

二

〇

円

ベ

ー

ス

ア

ン

プ

・

ギ

タ

ー

ア

ン

・

ギ

タ

ー

ア

ン

プ

プ

マ

イ

ク

二

本

・

を

マ

イ

ク

二

本

・

に
、

ス

ピ

ー

カ

ー

二

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

台

ド

ラ

ム

セ

ッ

ト

」

」

「

音

響

セ

ッ

ト

一

式

一

回

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

二

本

（

展

示

ホ

ー

ル

）

カ

セ

ッ

ト

一

台

を

ビ

デ

オ

装

置

（

第

一

研

修

一

式

一

回

三

、

〇

八

〇

円

室

）

」

「

音

響

セ

ッ

ト

一

式

一

回

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

二

本

に

、

（

展

示

ホ

ー

ル

）

カ

セ

ッ

ト

一

台

」

- 16 -



「

二
一

三
二

、
、

、
、

二
一

〇
五

一
一

一
一

三
一

二
二

〇
二

四
四

〇
五

〇
二

〇
五

五
〇

五
一

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

二
五

〇
一

一
八

一
五

〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

「

二
一

五
二

、
、

、
、

を

二
一

〇
五

一
一

一
一

三
一

二
二

〇
二

四
四

〇
五

〇
二

一
六

六
一

九
二

一
一

一
一

一
一

一
一

四
六

一
二

二
〇

二
九

一

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

に

改

め

る

。

」
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別

記

第

五

号

様

式

及

び

第

六

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

第
５

号
様

式
及

び
第

６
号

様
式

削
除

別

記

第

十

三

号

様

式

か

ら

第

十

九

号

様

式

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

第
1
3
号

様
式

か
ら

第
1
9
号

様
式

ま
で

削
除

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

施

行

規

則

別

表

第

三

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

以

後

に

承

認

す

る

使

用

に

係

る

附

帯

設

備

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

承

認

し

た

使

用

に

係

る

附

帯

設

備

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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東

京

都

北

区

赤

羽

会

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

六

号

東

京

都

北

区

赤

羽

会

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

赤

羽

会

館

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

六

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

七

条

第

一

項

各

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

施

設

使

用

料

ア

使

用

者

の

責

任

に

よ

ら

な

い

理

由

で

使

用

時

間

の

三

分

の

二

以

上

使

用

で

き

な

く

な

つ

た

場

合

全

額

イ

区

の

都

合

に

よ

つ

て

使

用

承

認

を

取

り

消

し

た

場

合

全

額

ウ

使

用

日

の

七

日

前

ま

で

に

使

用

の

取

消

し

を

申

し

出

た

場

合

五

割

エ

使

用

者

の

責

任

に

よ

ら

な

い

理

由

で

使

用

時

間

の

三

分

の

一

以

上

使

用

で

き

な

く

な

つ

た

場

合

五

割

二

附

帯

施

設

使

用

料

前

号

ア

か

ら

エ

ま

で

に

掲

げ

る

場

合

全

額

別

表

第

二

中

「

三

、

三

九

〇

円

」

を

「

三

、

四

六

〇

円

」

に

、

「

五

、

六

五

〇

円

」

を

「

五

、

「

一、

七

六

〇

円

」

に

、

「

三

、

〇

八

〇

円

」

を

「

三

、

一

四

〇

円

」

に

、

四
〇

四
二

- 1 -



一
二

一
五

〇
五

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

「

一
一

一

、
、

、

六
六

〇
一

を

四
〇

四
二

六
六

〇
一

に

、

五
一

一
二

〇
二

四
二

六
一

六
六

三
三

四
一

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

「

レ

ク

チ

ャ

ー

卓

（

ア

ン

プ

付

）

マ

イ

ク

一

本

四

一

〇

円

付

一

回

レ

コ

ー

ド

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

一

回

七

二

〇

円

を

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

一

回

五

一

〇

円

Ｍ

Ｄ

プ

レ

イ

ヤ

ー

一

台

一

回

五

一

〇

円

」

「

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

一

回

五

二

〇

円

講

堂

用

Ｍ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

一

回

五

二

〇

円

講

堂

用

- 2 -



Ｃ

Ｄ

・

Ｍ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

一

回

五

二

〇

円

大

・

小

ホ

ー

ル

用

ラ

ジ

カ

セ

（

Ｃ

Ｄ

付

）

一

台

一

回

五

二

〇

円

」

「

「

一
一

一
一

一
一

一
一

、
、

、
、

、
、

、
、

に

、

一
三

二
五

三
三

五
一

五
〇

〇

を

一
三

二
五

三
三

五
一

五

三
〇

〇
一

〇
〇

一
三

四
二

二
六

一
一

二
一

一
二

六
七

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

一
一

、
、

〇
〇

四
四

に

、

〇
〇

円
円

」

「

ス

ポ

ッ

ト

ラ

イ

ト

一

台

一

回

三

〇

〇

円

一

キ

ロ

ワ

ッ

ト

用

を

ス

ポ

ッ

ト

ラ

イ

ト

一

台

一

回

二

〇

〇

円

五

〇

〇

ワ

ッ

ト

用

」

「

- 3 -



ス

ポ

ッ

ト

ラ

イ

ト

一

台

一

回

三

一

〇

円

一

キ

ロ

ワ

ッ

ト

・

講

堂

用

ス

ポ

ッ

ト

ラ

イ

ト

一

台

一

回

二

一

〇

円

五

〇

〇

ワ

ッ

ト

・

講

堂

用

ス

ポ

ッ

ト

ラ

イ

ト

一

台

一

回

五

二

〇

円

五

〇

〇

ワ

ッ

ト

・

脚

付

き

・

大

ホ

ー

ル

用

」

「

「

一
一

一
一

一
一

、
、

、
、

、
、

に

、

二
一

二
一

六

を

二
一

二
一

六

に

、

〇
三

三
三

一
一

六
六

六
三

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

「

映

写

機

（

十

六

ミ

リ

）

一

式

一

回

四

、

五

二

〇

円

小

型

映

写

機

（

十

六

ミ

リ

）

一

式

一

回

一

、

一

三

〇

円

携

帯

用

を

ス

ラ

イ

ド

映

写

機

一

式

一

回

五

一

〇

円

」

「

小

型

映

写

機

（

十

六

ミ

リ

）

一

式

一

回

一

、

一

六

〇

円

- 4 -



」

「

「

一

、

七

四

〇

円

一

、

七

八

〇

円

に

、

を

に

、

八

二

〇

円

八

四

〇

円

」

」

「

エ

レ

ク

ト

ー

ン

一

台

一

回

一

、

七

四

〇

円

展

示

パ

ネ

ル

一

枚

一

回

一

〇

〇

円

を

雪

か

ご

一

式

一

回

三

〇

〇

円

」

「

展

示

パ

ネ

ル

一

枚

一

回

一

一

〇

円

」

「

「

一

〇

〇

円

一

一

〇

円

五

〇

円

六

〇

円

に

、

を

に

、

二

〇

〇

円

二

一

〇

円

二

〇

〇

円

二

一

〇

円

」

」

「

- 5 -



ス

ク

リ

ー

ン

一

枚

一

回

五

一

〇

円

サ

ウ

ン

ド

用

ス

ク

リ

ー

ン

一

枚

一

回

二

〇

〇

円

携

帯

用

ス

ポ

ッ

ト

ラ

イ

ト

一

台

一

回

五

一

〇

円

五

〇

〇

ワ

ッ

ト

脚

付

を

用

Ｏ

Ｈ

Ｐ

一

式

一

回

五

一

〇

円

」

「

ス

ク

リ

ー

ン

一

枚

一

回

五

二

〇

円

講

堂

用

ス

ク

リ

ー

ン

一

枚

一

回

二

一

〇

円

ホ

ー

ル

そ

の

他

用

」

「

「

五

一

〇

円

五

二

〇

円

に

、

一

〇

〇

円

を

一

一

〇

円

に

、

一

〇

〇

円

一

一

〇

円

」

」

「

椅

子

一

脚

一

回

五

〇

円

ハ

イ

バ

ッ

ク

用

を

」

「

Ｄ

Ｖ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

一

回

一

、

〇

四

〇

円

講

堂

用

に

- 6 -



Ｄ

Ｖ

Ｄ

・

ビ

デ

オ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

一

回

一

、

〇

四

〇

円

大

・

小

ホ

ー

ル

用

」

改

め

る

。付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

赤

羽

会

館

条

例

施

行

規

則

別

表

第

二

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

以

後

に

承

認

す

る

使

用

に

係

る

附

帯

施

設

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

承

認

し

た

使

用

に

係

る

附

帯

施

設

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

- 7 -



東

京

都

北

区

滝

野

川

会

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

七

号

東

京

都

北

区

滝

野

川

会

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

滝

野

川

会

館

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

七

条

第

一

項

各

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

施

設

使

用

料

ア

使

用

者

の

責

任

に

よ

ら

な

い

理

由

で

使

用

時

間

の

三

分

の

二

以

上

使

用

で

き

な

く

な

つ

た

場

合

全

額

イ

区

の

都

合

に

よ

つ

て

使

用

承

認

を

取

り

消

し

た

場

合

全

額

ウ

使

用

日

の

七

日

前

ま

で

に

使

用

の

取

消

し

を

申

し

出

た

場

合

五

割

エ

使

用

者

の

責

任

に

よ

ら

な

い

理

由

で

使

用

時

間

の

三

分

の

一

以

上

使

用

で

き

な

く

な

つ

た

場

合

五

割

二

附

帯

設

備

使

用

料

前

号

ア

か

ら

エ

ま

で

に

掲

げ

る

場

合

全

額

別

表

第

二

中

「

四

、

一

一

〇

円

」

を

「

五

、

〇

〇

〇

円

」

に

、

「

八

二

〇

円

」

を

「

八

四

〇

「

「

五

一

〇

円

五

二

〇

円

円

」

に

、

二

〇

〇

円

を

二

一

〇

円

に

、

「

五

、

一

四

〇

円

」

を

「

五

、

- 1 -



四

一

〇

円

四

二

〇

円

」

」

「

一
三

、
、

二

四

〇

円

」

に

、

一
一

二
六

〇
一

〇

を

〇
〇

五
五

〇

五
五

一
二

〇
八

〇
〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

「

一
三

、
、

一
一

二
六

〇
一

一

に

改

め

、

同

表

大

ホ

ー

ル

舞

台

設

備

の

部

に

次

一
一

六
六

一
六

六
三

四
一

四

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

の

よ

う

に

加

え

る

。

舞

台

ス

ク

リ

ー

ン

一

枚

一

回

一

、

〇

二

〇

円

ス

ク

リ

ー

ン

一

枚

一

回

五

二

〇

円

プ

ロ

ジ

ェ

ク

タ

ー

一

式

一

回

二

、

〇

八

〇

円

レ

ー

ザ

ー

光

源

型

表

彰

盆

一

枚

一

回

一

一

〇

円

- 2 -



木

台

一

台

一

回

六

〇

円

ピ

ア

ノ

補

助

台

一

式

一

回

一

一

〇

円

「

「

三

、

〇

八

〇

円

三

、

一

四

〇

円

別

表

第

二

中

を

に

、

九

、

二

五

〇

円

九

、

四

三

〇

円

」

」

「

フ

ッ

ト

ラ

イ

ト

一

列

一

回

五

一

〇

円

を

」

「

フ

ッ

ト

ラ

イ

ト

一

台

一

回

二

一

〇

円

に

、

」

「

一
一

一
一

一

、
、

、
、

、

二
三

〇
五

五
三

〇
五

五
〇

〇
〇

二
一

四
〇

二
四

一
二

を

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

「

一
一

一
一

一

、
、

、
、

、

- 3 -



二
三

〇
五

五
三

五
五

五
〇

一
一

四
二

七
一

七
七

二
四

に

、

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

「

ス

ト

リ

ッ

プ

ラ

イ

ト

一

台

一

回

二

〇

〇

円

一

〇

〇

Ｗ

・

八

灯

ス

ト

リ

ッ

プ

ラ

イ

ト

一

台

一

回

三

〇

〇

円

一

〇

〇

Ｗ

・

十

二

灯

ス

ク

リ

ー

ン

一

枚

一

回

五

一

〇

円

を

エ

フ

ェ

ク

ト

マ

シ

ン

一

式

一

回

一

、

一

三

〇

円

種

板

含

む

。

ミ

ラ

ー

ボ

ー

ル

一

式

一

回

六

一

〇

円

」

「

エ

フ

ェ

ク

ト

マ

シ

ン

一

式

一

回

一

、

一

五

〇

円

種

板

含

む

。

に

改

ミ

ラ

ー

ボ

ー

ル

一

式

一

回

六

三

〇

円

」

め

、

同

表

大

ホ

ー

ル

照

明

設

備

の

部

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

パ

ー

ラ

イ

ト

一

台

一

回

五

三

〇

円

ポ

ー

タ

ブ

ル

デ

ィ

マ

ー

一

式

一

回

五

三

〇

円

- 4 -



「

「

一
一

、
、

別

表

第

二

中

五
五

五
〇

四

を

五
五

五
〇

四

に

、

一
一

一
二

一
二

二
二

四
二

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

「

Ｍ

Ｄ

レ

コ

ー

ダ

ー

一

台

一

回

五

一

〇

円

を

レ

コ

ー

ド

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

一

回

五

一

〇

円

」

「

レ

コ

ー

ダ

ー

一

台

一

回

一

、

〇

四

〇

円

Ｃ

Ｄ

・

Ｓ

Ｄ

・

Ｕ

Ｓ

Ｂ

・

Ｃ

Ｆ

仮

設

ス

ピ

ー

カ

ー

一

台

一

回

一

、

〇

五

〇

円

に

、

マ

イ

ク

ス

タ

ン

ド

一

台

一

回

一

一

〇

円

ダ

イ

レ

ク

ト

ボ

ッ

ク

ス

一

式

一

回

五

三

〇

円

」

「

音

響

セ

ッ

ト

（

小

ホ

ー

ル

）

一

式

一

回

一

、

〇

二

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

カ

セ

・

（

四

〇

六

和

室

）

ッ

ト

一

台

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

- 5 -



台レ

コ

ー

ド

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

映

像

セ

ッ

ト

（

小

ホ

ー

ル

）

一

式

一

回

二

、

〇

五

〇

円

ビ

デ

オ

テ

ー

プ

レ

コ

ー

ダ

ー

一

台

・

ス

ラ

イ

ド

一

台

を

Ｄ

Ｖ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

ビ

デ

オ

プ

ロ

ジ

ェ

ク

タ

ー

一

台

ビ

デ

オ

プ

ロ

ジ

ェ

ク

タ

ー

（

小

一

台

一

回

一

、

五

四

〇

円

ホ

ー

ル

）

ミ

ラ

ー

ボ

ー

ル

（

小

ホ

ー

ル

）

一

台

一

回

三

〇

〇

円

」

「

音

響

セ

ッ

ト

（

四

〇

六

和

室

）

一

式

一

回

一

、

〇

四

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

カ

セ

ッ

ト

一

台

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台プ

リ

メ

イ

ン

ア

ン

プ

に

、

音

響

セ

ッ

ト

（

小

ホ

ー

ル

）

一

式

一

回

一

、

五

七

〇

円

マ

イ

ク

二

本

・

カ

セ

ッ

ト

一

台

Ｃ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

- 6 -



台パ

ワ

ー

ア

ン

プ

・

天

吊

ス

ピ

ー

カ

ー

」

「

二

一

〇

円

譜

面

台

含

む

。

「

二

〇

〇

円

譜

面

台

含

む

。

一

、

〇

四

〇

円

ギ

タ

ー

ア

ン

プ

・

ベ

ー

ス

ア

ン

プ

・

ミ

キ

一

、

〇

二

〇

円

ギ

タ

ー

ア

ン

プ

・

ベ

サ

ー

一

台

ー

ス

ア

ン

プ

マ

イ

ク

二

本

・

ス

ピ

マ

イ

ク

二

本

・

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

ー

カ

ー

二

台

ド

ラ

ム

セ

ッ

ト

ド

ラ

ム

セ

ッ

ト

を

に

、

一

、

〇

四

〇

円

パ

ワ

ー

ア

ン

プ

・

ミ

一

、

〇

二

〇

円

パ

ワ

ー

ア

ン

プ

・

マ

キ

サ

ー

一

台

・

マ

イ

イ

ク

二

本

ク

二

本

カ

セ

ッ

ト

一

台

・

Ｃ

レ

コ

ー

ダ

ー

一

台

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

台

Ｄ

Ａ

Ｔ

一

段

・

カ

セ

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

ッ

ト

一

台

・

Ｃ

Ｄ

プ

」

レ

ー

ヤ

ー

一

台

ス

ピ

ー

カ

ー

二

台

」

「

ポ

ー

タ

ブ

ル

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

式

一

回

五

一

〇

円

カ

セ

ッ

ト

レ

コ

ー

ダ

ーＭ

Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

Ｃ

- 7 -



Ｄ

プ

レ

ー

ヤ

ー

を

カ

ラ

オ

ケ

セ

ッ

ト

一

式

一

回

一

、

〇

二

〇

円

ポ

ー

タ

ブ

ル

型

」

「

ラ

イ

ン

入

力

回

路

一

式

一

回

二

一

〇

円

ポ

ー

タ

ブ

ル

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

式

一

回

五

二

〇

円

Ｃ

Ｄ

ラ

ジ

オ

カ

セ

ッ

ト

レ

コ

ー

ダ

ー

に

、

ビ

デ

オ

プ

レ

ー

ヤ

ー

一

式

一

回

四

二

〇

円

ブ

ル

ー

レ

イ

・

Ｄ

Ｖ

Ｄ

カ

ラ

オ

ケ

セ

ッ

ト

一

式

一

回

一

、

二

六

〇

円

ワ

ゴ

ン

型

」

「

「

四

一

〇

円

四

二

〇

円

を

に

、

四

一

〇

円

四

二

〇

円

」

」

「

オ

ー

バ

ー

ヘ

ッ

ド

プ

ロ

ジ

ェ

ク

一

式

一

回

五

一

〇

円

ス

ク

リ

ー

ン

付

タ

ー

レ

ク

チ

ャ

ー

卓

一

式

一

回

四

一

〇

円

ア

ン

プ

・

マ

イ

ク

一

本

- 8 -



ス

ラ

イ

ド

映

写

機

一

式

一

回

五

一

〇

円

ス

ク

リ

ー

ン

付

を

ビ

デ

オ

テ

レ

ビ

一

式

一

回

一

、

五

四

〇

円

テ

レ

ビ

・

Ｖ

Ｔ

Ｒ

・

Ｄ

Ｖ

Ｄ

プ

ロ

ジ

ェ

ク

タ

ー

一

台

一

回

五

一

〇

円

ス

ク

リ

ー

ン

付

」

「

レ

ク

チ

ャ

ー

卓

一

式

一

回

四

二

〇

円

ア

ン

プ

・

ス

ピ

ー

カ

ー

内

蔵

・

卓

上

マ

イ

ク

一

本

に

、

プ

ロ

ジ

ェ

ク

タ

ー

（

大

ホ

ー

ル

一

台

一

回

一

、

〇

四

〇

円

ス

ク

リ

ー

ン

付

を

除

く

。

）

」

「

「

一
一

、
、

一
一

二
一

五
二

五
一

一
二

一
五

二
五

〇
〇

〇
〇

四
〇

一

を

一
一

一
一

七
一

二

に

改

め

、

同

表

そ

の

他

の

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

」

」

設

備

の

部

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

鏡

一

台

一

回

一

一

〇

円

- 9 -



譜

面

台

一

台

一

回

六

〇

円

ピ

ア

ノ

補

助

台

一

台

一

回

一

一

〇

円

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

滝

野

川

会

館

条

例

施

行

規

則

別

表

第

二

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

以

後

に

承

認

す

る

使

用

に

係

る

附

帯

設

備

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

承

認

し

た

使

用

に

係

る

附

帯

設

備

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

- 10 -



東

京

都

北

区

立

元

気

ぷ

ら

ざ

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

八

号

東

京

都

北

区

立

元

気

ぷ

ら

ざ

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

立

元

気

ぷ

ら

ざ

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

三

項

中

「

次

の

各

号

に

」

を

「

次

に

」

に

、

「

に

係

る

温

水

プ

ー

ル

の

使

用

料

の

額

は

、

同

表

の

お

と

な

（

高

齢

者

を

除

く

。

）

の

項

に

掲

げ

る

使

用

料

（

二

時

間

を

超

え

て

使

用

す

る

場

合

の

超

過

時

間

に

係

る

使

用

料

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

の

額

か

ら

五

割

を

減

額

し

た

額

と

す

る

」

を

「

に

つ

い

て

は

、

温

水

プ

ー

ル

の

使

用

料

（

一

時

間

を

超

え

て

使

用

す

る

場

合

の

超

過

時

間

に

係

る

使

用

料

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

を

同

表

の

お

と

な

（

高

齢

者

）

の

項

に

掲

げ

る

使

用

料

に

減

額

す

る

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

- 1 -



東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

九

号

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

七

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

- 1 -



 

 

第７号様式（第９条関係） 

年  月  日   

 

東京都北区体育館トレーニングルーム定期使用申請書 

 

   東京都北区体育館トレーニングルーム 

 

   住 所 

 

   氏 名              電 話 

 

   区 内  居住 ・ 在勤 ・ 在学 （いずれかに〇） 

    

   ※区内在勤・在学の場合 

    勤務先又は学校 ：                        

 

 

           年  月  日から 

 

                         箇月 

 

           年  月  日まで 

 

   承認番号 

 

 

 

 上記のとおり申請します。 

 

   東京都北区長 殿 

 

 

 

  区内居住・在勤・在学確認書類（申請者記入不要） 

 

  【区内居住】 

   □マイナンバーカード 

   □運転免許証 

   □その他（                ） 

 

  【区内在勤】 

   □在勤証明書 

   □その他（                ） 

 

  【区内在学】 

   □学生証 

   □その他（                ） 

 



別

記

第

十

六

号

様

式

中

「

印

」

を

削

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

別

記

第

七

号

様

式

及

び

第

十

六

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

- 2 -



東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

号

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

九

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

８

第

二

項

か

ら

前

項

ま

で

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

体

育

施

設

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

者

の

う

ち

、

当

該

体

育

施

設

に

お

い

て

条

例

第

三

条

第

二

項

第

二

号

に

規

定

す

る

営

利

を

目

的

と

す

る

行

為

を

行

お

う

と

す

る

も

の

は

、

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

営

利

使

用

申

請

書

（

別

記

第

六

号

様

式

の

二

）

に

よ

り

、

区

長

に

申

請

す

る

も

の

と

す

る

。

第

十

条

第

一

項

中

「

第

七

項

」

を

「

第

八

項

」

に

改

め

る

。

付

則

第

二

項

を

削

り

、

付

則

第

一

項

の

見

出

し

及

び

項

番

号

を

削

る

。

「

一

東

京

都

北

区

立

王

子

プ

ー

ル

二

東

京

都

北

区

立

東

田

端

プ

ー

ル

別

表

第

一

中

三

東

京

都

北

区

立

谷

端

プ

ー

ル

を

四

東

京

都

北

区

立

西

ケ

原

プ

ー

ル

五

東

京

都

北

区

立

桐

ケ

丘

プ

ー

ル

」

- 1 -



「

一

東

京

都

北

区

立

王

子

プ

ー

ル

二

東

京

都

北

区

立

谷

端

プ

ー

ル

に

改

め

る

。

三

東

京

都

北

区

立

桐

ケ

丘

プ

ー

ル

」

別

記

第

六

号

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。

- 2 -



第６号様式の２（第９条関係） 

申請年月日  年  月  日   

東京都北区立体育施設営利使用申請書 

   東京都北区長 殿 

登 録 番 号     ：                予 約 番 号     ： 

代表者氏名：                申請者氏名：            

連 絡 先：                連絡先（自・勤）：        

団 体 名：    

住   所： 

 

 下記のとおり申請いたします。 

事業名  

事業目的  

事業内容  

参加費・入場料  物品販売 有 ・ 無 

№ 施 設 名 使用年月日 時 間 帯 
使 用 料 ナイター料 

振
替 備     考 

１ 
     有

・
無     

２ 
     有

・
無     

３ 
     有

・
無     

※使用料振替のある場合は、振替欄有に○を付けてください。 

 施設使用料  

   
   

 添付書類 

  １ 事業計画書 

  ２ 団体の役員名簿等 

  ３ 収支予算書 

  ４ その他（チラシ等） 
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付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

準

備

行

為

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

第

九

条

第

八

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

- 4 -



東

京

都

北

区

ス

ペ

ー

ス

ゆ

う

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

一

号

東

京

都

北

区

ス

ペ

ー

ス

ゆ

う

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

ス

ペ

ー

ス

ゆ

う

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

五

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

中

「

五

一

〇

円

」

を

「

五

二

〇

円

」

に

、

「

二

〇

〇

円

」

を

「

二

一

〇

円

」

に

、

「

五

〇

円

」

を

「

六

〇

円

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

ス

ペ

ー

ス

ゆ

う

条

例

施

行

規

則

別

表

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

以

後

に

承

認

す

る

使

用

に

係

る

附

帯

設

備

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

承

認

し

た

使

用

に

係

る

附

帯

設

備

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

二

号

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

四

中

「

四

、

九

三

〇

円

」

を

「

五

、

九

〇

〇

円

」

に

、

「

七

、

三

九

〇

円

」

を

「

八

、

八

〇

〇

円

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

別

表

第

四

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

以

後

に

承

認

す

る

利

用

に

係

る

有

料

公

園

施

設

の

使

用

料

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

利

用

料

金

と

す

る

。

以

下

同

じ

。

）

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

承

認

し

た

利

用

に

係

る

有

料

公

園

施

設

の

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

- 1 -



東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

十

二

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

三

号

東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

条

中

「

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

に

規

定

す

る

同

一

生

計

配

偶

者

及

び

扶

養

親

族

（

以

下

「

扶

養

親

族

等

」

と

い

う

。

）

の

数

に

応

じ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

次

の

表

の

下

欄

」

を

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

」

に

改

め

、

同

条

の

表

を

削

り

、

同

条

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

に

規

定

す

る

同

一

生

計

配

偶

者

及

び

扶

養

親

族

の

う

ち

、

控

除

対

象

扶

養

親

族

（

同

法

に

規

定

す

る

控

除

対

象

扶

養

親

族

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

該

当

し

な

い

三

十

歳

以

上

七

十

歳

未

満

の

扶

養

親

族

（

同

法

に

規

定

す

る

扶

養

親

族

を

い

う

。

）

以

外

の

も

の

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

が

な

い

場

合

三

百

六

十

万

四

千

円

二

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

が

あ

る

場

合

三

百

六

十

万

四

千

円

に

次

に

掲

げ

る

額

を

加

算

し

た

額

イ

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

七

十

歳

以

上

同

一

生

計

配

偶

者

（

七

十

歳

以

上

の

所

得

税

法

に

規

定

す

る

同

一

生

計

配

偶

者

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

、

老

人

扶

養

親

族

（

同

法

に

規

定

す

る

老

人

扶

養

親

族

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

又

は

特

定

扶

養

親

族

等

（

同

法

に

- 1 -



規

定

す

る

特

定

扶

養

親

族

及

び

十

九

歳

未

満

の

控

除

対

象

扶

養

親

族

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

該

当

す

る

も

の

を

除

く

。

）

の

数

に

三

十

八

万

円

を

乗

じ

て

得

た

額

ロ

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

七

十

歳

以

上

同

一

生

計

配

偶

者

又

は

老

人

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

数

に

四

十

八

万

円

を

乗

じ

て

得

た

額

ハ

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

特

定

扶

養

親

族

等

に

該

当

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

数

に

六

十

三

万

円

を

乗

じ

て

得

た

額

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

第

五

条

の

規

定

は

、

令

和

七

年

一

月

以

後

の

月

分

の

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

適

用

し

、

令

和

六

年

十

二

月

以

前

の

月

分

の

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

- 2 -



東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

十

三

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

四

号

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

中

「

に

当

該

扶

養

親

族

等

」

の

下

に

「

（

三

十

歳

以

上

七

十

歳

未

満

の

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

に

規

定

す

る

扶

養

親

族

に

あ

つ

て

は

、

同

法

に

規

定

す

る

控

除

対

象

扶

養

親

族

に

限

る

。

）

」

を

加

え

、

「

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

」

を

「

同

法

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

第

三

条

の

規

定

は

、

令

和

七

年

一

月

以

後

の

月

分

の

児

童

育

成

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

適

用

し

、

令

和

六

年

十

二

月

以

前

の

月

分

の

児

童

育

成

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

- 1 -



東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

十

三

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

五

号

東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

六

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

六

条

第

二

項

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

項

第

二

号

中

「

栄

養

士

」

の

下

に

「

又

は

管

理

栄

養

士

」

を

加

え

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

- 1 -



東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

十

七

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

六

号

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

五

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

五

令

和

六

年

度

北

区

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

食

料

品

等

価

格

高

騰

支

援

給

付

金

追

加

支

給

事

務

実

施

要

綱

（

令

和

六

年

十

二

月

十

三

日

六

北

福

地

第

五

千

四

百

九

十

四

号

）

第

七

条

第

四

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

窓

口

現

金

受

領

方

式

等

に

よ

り

支

給

す

る

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

食

料

品

等

価

格

高

騰

支

援

給

付

金

別

表

ま

ち

づ

く

り

部

住

宅

課

住

宅

計

画

係

長

の

項

中

「

ま

ち

づ

く

り

部

住

宅

課

住

宅

計

画

係

長

」

を

「

ま

ち

づ

く

り

部

住

宅

課

住

宅

政

策

係

長

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

- 1 -



東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

七

号

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

一

条

第

一

項

中

「

第

四

十

九

条

及

び

法

施

行

規

則

第

五

十

四

条

」

を

「

第

四

十

二

条

、

法

施

行

規

則

第

四

十

九

条

、

法

施

行

規

則

第

五

十

四

条

及

び

法

施

行

規

則

第

五

十

五

条

の

二

」

に

、

「

要

支

援

認

定

及

び

要

支

援

更

新

認

定

」

を

「

要

介

護

状

態

区

分

の

変

更

の

認

定

、

要

支

援

認

定

、

要

支

援

更

新

認

定

及

び

要

支

援

状

態

区

分

の

変

更

の

認

定

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

前

二

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

す

る

。

別

記

第

六

号

様

式

及

び

第

七

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第６号様式（第１１条関係）

＊申請日は区が受理した日となります。
　東京都北区長　殿 （該当するものに☑する）

　 　次のとおり申請します。

　　　　　年　　　月　　　日記入

〒 　 電話番号　　　　　（　　　　　）　　　

（　男　　・　　女　） 歳

〒 　 電話番号　　　　　（　　　　　）　　　

　□　自　宅
　□　家族宅

　□　病　院

　□　施設

　現在、転出元自治体に要介護・要支援認定を申請中ですか　　　□はい　　　□いいえ 　□　その他

　□前回認定時より著しく悪化　　　　　□前回認定時より著しく改善　 （※どちらかに☑する）

入院・入所施設名

所在地

入院・入所施設名

所在地

（診療科目）

〒 電話番号　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　　　

※医療保険加入者であることを確認できるものを提示又はその写しを添付（４０歳から６４歳までの医療保険加入者は添付必須）

（本人氏名）　　 　 　　　　　　　 （代筆者氏名）　　 　　　　　　　   　　関係（　　　　）

※以下は記入不要です。

区処理欄 提示 添付 なし

入力

その他

 その他

その他

その他 番号確認 年金　　　医療証
個人　通知　住民票　なし

受付 　点検 資格 区→医 不明 登記　委任状　被保証　なし 個人　運転　居宅　なし 担当者印

補記

拒否 ２点 被保証　　割合証

※４０歳から６４歳までの医療保険加入者のみ記入

　介護サービス計画の作成等介護保険事業の適正な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による
判定結果・意見及び主治医意見書を北区から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人、主治
医意見書を作成した医師又は認定調査に従事した調査員に提示することに同意します。

記載なし 記載あり 申請種別

忘れ 代理権確認 身元確認 窓　郵

医療保険者名
医療保険被保険者

記号番号
医療保険被保険者

枝番

特定疾病名

主
治
医

医療機関名 主治医
氏名

所在地

変更申請の場合、その
理由 　具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

過去6ヶ月間に介護保険
施設、医療機関等への
入院、入所した場合に
記入

期間　　　　年　 　月　 　日から　　　年　　 月 　　日まで

期間　　　　年　 　月　 　日から　　　年　　 月 　　日まで

現
在
の
認
定

該当するものに☑

有効期間 　　　　　　年　　　 月　　 　日　から　　　　　　　 年　　 　月　　　 日まで

※14日以内に他の自治
体から転入した場合は

記入

　転出元自治体（区市町村）名　〔　　　　　　　　　　　　　　〕

　「はい」の場合、申請日　　　　　年　　　月　　　日

フリガナ
                     　　　年　　　月　　　日生

氏　　名

住　　所

要介護度区分 要支援　１　・　２ 要介護　１　・　２　・　３　・　４　・　５
現
在
の
居
所

個人番号

申
請
（
代
行
）
者

フリガナ

氏　　名

　該当に○（本人・配偶者・子・親族・民生委員・市町村職員・その他・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・
　　　　　　指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院）（担当者名）

住　　所

　受付印欄　　 □ □ □ □ □

被
保
険
者
（

本
人
）

被保険者番号 0 0 0

申請区分
新規 更新 介護 変更 転入

介護保険　要介護・要支援認定　申請書（新規・更新・変更）
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第
七

号
様

式
削

除

第

九

号

様

式

中

「

東
京

都
北

区
長

様

」

を

「

東
京

都
北

区
長

殿

」

に

改

め

、

「

・
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

」

を

削

り

、

「

か
ら

年
月

日

」

を

「

か
ら

年

「

「

月
日

ま
で

」

に

、

被
保

険
者

証

を

被
保

険
者

に

、

「

か
ら

記
号

・
番

号

」

」

6
4
歳

」

を

「

か
ら

6
4
歳

ま
で

」

に

、

「

医
療

の
被

保
険

者
証

」

を

「

医
療

保
険

加
入

者
で

あ
る

こ

と
を

確
認

で
き

る
も

の

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

別

記

第

九

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

- 3 -



東

京

都

北

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

二

十

四

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

八

号

東

京

都

北

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

元

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

一

中

「

第

三

条

」

の

下

に

「

、

第

二

十

二

条

」

を

加

え

る

。

別

表

三

か

ら

別

表

五

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

別

表

三

（

第

十

条

第

一

項

関

係

）

区

分

金

額

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

二

、

〇

八

〇

、

〇

〇

〇

円

及

び

生

計

維

持

児

童

が

な

い

と

き

。

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

二

、

〇

八

〇

、

〇

〇

〇

円

に

次

に

掲

げ

る

額

を

加

算

し

た

額

又

は

生

計

維

持

児

童

が

一

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

七

十

歳

以

上

同

一

生

計

配

偶

あ

る

と

き

。

者

、

老

人

扶

養

親

族

又

は

特

定

扶

養

親

族

等

に

該

当

す

る

も

の

を

- 1 -



除

く

。

）

及

び

当

該

生

計

維

持

児

童

の

数

に

三

八

〇

、

〇

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

二

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

七

十

歳

以

上

同

一

生

計

配

偶

者

又

は

老

人

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

数

に

四

八

〇

、

〇

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

三

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

特

定

扶

養

親

族

等

に

該

当

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

数

に

五

三

〇

、

〇

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

備

考

こ

の

表

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

条

例

第

四

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

扶

養

親

族

等

の

う

ち

、

控

除

対

象

扶

養

親

族

（

所

得

税

法

に

規

定

す

る

控

除

対

象

扶

養

親

族

を

い

う

。

）

に

該

当

し

な

い

三

十

歳

以

上

七

十

歳

未

満

の

扶

養

親

族

（

同

法

に

規

定

す

る

扶

養

親

族

を

い

う

。

）

以

外

の

も

の

を

い

う

。

二

生

計

維

持

児

童

条

例

第

四

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

児

童

を

い

う

。

三

七

十

歳

以

上

同

一

生

計

配

偶

者

七

十

歳

以

上

の

所

得

税

法

に

規

定

す

る

同

一

生

計

配

偶

者

を

い

う

。

四

老

人

扶

養

親

族

所

得

税

法

に

規

定

す

る

老

人

扶

養

親

族

を

い

う

。
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五

特

定

扶

養

親

族

等

所

得

税

法

に

規

定

す

る

特

定

扶

養

親

族

及

び

十

九

歳

未

満

の

控

除

対

象

扶

養

親

族

を

い

う

。

別

表

四

（

第

十

条

第

一

項

関

係

）

区

分

金

額

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

二

、

三

六

〇

、

〇

〇

〇

円

及

び

生

計

維

持

児

童

が

な

い

と

き

。

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

二

、

三

六

〇

、

〇

〇

〇

円

に

次

に

掲

げ

る

額

を

加

算

し

た

額

又

は

生

計

維

持

児

童

が

一

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

老

人

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

も

あ

る

と

き

。

の

を

除

く

。

）

及

び

当

該

生

計

維

持

児

童

の

数

に

三

八

〇

、

〇

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

二

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

老

人

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

数

に

四

四

〇

、

〇

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

（

一

の

規

定

（

生

計

維

持

児

童

に

係

る

部

分

を

除

く

。

）

に

よ

り

算

定

さ

れ

た

額

が

な

い

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

乗

じ

て

得

た

額
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か

ら

六

〇

、

〇

〇

〇

円

を

減

じ

た

額

）

備

考

こ

の

表

に

お

い

て

、

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

、

生

計

維

持

児

童

及

び

老

人

扶

養

親

族

と

は

、

別

表

三

に

規

定

す

る

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

、

生

計

維

持

児

童

及

び

老

人

扶

養

親

族

を

い

う

。

別

表

五

（

第

十

条

第

二

項

関

係

）

区

分

金

額

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

二

、

三

六

〇

、

〇

〇

〇

円

が

な

い

と

き

。

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

二

、

三

六

〇

、

〇

〇

〇

円

に

次

に

掲

げ

る

額

を

加

算

し

た

額

が

あ

る

と

き

。

一

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

老

人

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

も

の

を

除

く

。

）

の

数

に

三

八

〇

、

〇

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

二

当

該

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

（

老

人

扶

養

親

族

に

該

当

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

数

に

四

四

〇

、

〇

〇

〇

円

を

乗

じ

て

得

た

額

（

一

の

規

定

に

よ

り

算

定

さ

れ

た

額

が

な

い

場

合

に

あ

つ

て

は

、
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当

該

乗

じ

て

得

た

額

か

ら

六

〇

、

〇

〇

〇

円

を

減

じ

た

額

）

備

考

こ

の

表

に

お

い

て

、

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

及

び

老

人

扶

養

親

族

と

は

、

別

表

三

に

規

定

す

る

加

算

対

象

扶

養

親

族

等

及

び

老

人

扶

養

親

族

を

い

う

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

の

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

表

三

か

ら

別

表

五

ま

で

の

規

定

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

以

後

の

療

養

に

係

る

医

療

費

の

助

成

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

療

養

に

係

る

医

療

費

の

助

成

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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東

京

都

北

区

地

区

計

画

等

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

二

十

四

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

九

号

東

京

都

北

区

地

区

計

画

等

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

地

区

計

画

等

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

中

「

第

十

八

条

第

十

六

項

」

を

「

第

十

八

条

第

二

十

項

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

- 1 -



東

京

都

北

区

役

所

庁

舎

管

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

十

二

月

二

十

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

百

十

号

東

京

都

北

区

役

所

庁

舎

管

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

役

所

庁

舎

管

理

規

則

（

昭

和

五

十

七

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

及

び

第

六

条

中

「

、

第

四

庁

舎

」

を

削

る

。

別

表

第

四

庁

舎

及

び

そ

の

敷

地

の

項

を

削

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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